
大東市住民投票の発議に関する規則 

 

平成１８年３月３１日 

規則第   ４   号 

 

(目的) 

第１条 この規則は、大東市自治基本条例(平成１７年条例第２６号。以下「条例」という。)

第２８条に規定する住民投票の発議に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

(発議資格) 

第２条 住民投票の発議資格を有する者(以下「発議権者」という。)は、第８条に規定す

る住民投票請求代表者証明書の交付請求時において満 18 歳以上の者で、かつ、次の各号

のいずれかに該当する者とする。 

(1) 住民基本台帳法(昭和４２年法律第８１号)の規定により、住民基本台帳に記録されて

いる者で、引き続き市内に３か月以上居住していると記録されているもの 

(2) 次に掲げる者のうち、外国人登録法(昭和 27 年法律第１２５号)の規定により登録さ

れた者で、引き続き市内に 3か月以上居住していると登録されているもの 

ア 出入国管理及び難民認定法(昭和２５年政令第３１９号)別表第２に規定する永住者 

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

(平成３年法律第７１号)に定める特別永住者 

(住民投票資格者名簿の作成等) 

第３条 市長は、毎年１０月１日および第８条に規定する住民投票請求代表者証明書の交

付請求がなされた日において、発議権者を登録した住民投票資格者名簿(様式第１号。以

下「資格者名簿」という。)を電磁記録その他の方法により調製するものとする。 

２ 資格者名簿には、前条各号に掲げる者の氏名、住所、性別、生年月日等を登録しなけ

ればならない。 

３ 市長は、資格者名簿を調製した場合は、当該調製の日における発議権者の総数および

その３分の１に相当する数を告示しなければならない。 

(資格者名簿の閲覧等) 

第４条 市長は、資格者名簿を調製した日から５日間(市の休日(大東市の休日に関する条

例(平成３年条例第１号)に定める市の休日をいう。以下同じ。)を除く。)、市長の管理

する場所において、資格者名簿の登録者またはその代理人の請求に応じ、資格者名簿に

おける自己情報を即日閲覧に供しなければならない。 

２ 前項の閲覧は、その開始日の３日前までに、時間、場所、期間その他必要な事項を告

示しなければならない。 

(異議の申出) 

第５条 住民投票請求代表者証明書の交付請求時に調製する資格者名簿(以下「発議資格者

名簿」という。)の登録内容について不服がある者は、前条の閲覧期間内に、市長に対し

異議を申し出ることができる。 

２ 市長は、前項の申出を受けたときは、その申出から３日以内に、その申出が正当であ

るかどうかを決定し、その内容について当該申出を行った者に通知するとともに、申出

が正当である場合は、発議資格者名簿を訂正する。 

(登録の訂正、抹消等) 

第６条 市長は、発議資格者名簿の登録内容について、変更または訂正すべき箇所がある

ことを知った場合は、直ちにその内容を修正または訂正しなければならない。 

２ 市長は、発議資格者名簿に登録されている者が、死亡その他の理由により第２条各号

に該当しなくなったことを知ったときは、これらの者を直ちに発議資格者名簿から抹消



しなければならない。 

(住民投票の対象) 

第７条 条例第２８条第１項の「市政に関する重要な事項」とは、市が行う事務のうち、

市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、市および市民全体に

直接の利害を有するものをいう。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、住民投票の対象とならないものとする。 

(1) 市の機関の権限に属さない事項 

(2) 法令に基づき住民投票を行うことができる事項 

(3) 専ら特定の市民または地域に関係する事項 

(4) 市の組織、人事および財務の事務に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められ

る事項 

(住民投票請求代表者証明書の交付請求) 

第８条 住民投票を請求しようとする代表者(以下「代表者」という。)は、住民投票請求

書(様式第２号)に、次に掲げる事項を記した書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 請求の要旨(１，０００字以内) 

(2) 住民投票に付すべき事項 

(3) 投開票の方法 

(4) 条例案または条例の趣旨、目的その他条例作成に必要な事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、直ちに代表者が第２条に規定する発議資格

があるかを確認し、発議資格があることを確認できたときは、住民投票請求代表者証明

書(様式第３号)を当該代表者に交付するとともに、その旨を告示しなければならない。 

(署名の収集) 

第９条 代表者は、住民投票請求者署名簿(様式第４号)に、住民投票請求書および住民投

票代表者証明書またはそれらの写しを付して、発議権者に対し、署名(点字を含む。)お

よび押印(以下「署名等」という。)を求めなければならない。 

２ 代表者は、前項の署名等の収集を発議権者に委任することができる。この場合におい

て、当該委任を受けた者は、住民投票請求書および住民投票代表者証明書またはそれら

の写しならびに署名等を求めるための住民投票請求署名収集委任状(様式第５号)を付し

た住民投票請求者署名簿を用いなければならない。 

３ 代表者は、前項の委任をしたときは、直ちに受任者の氏名および委任の年月日が記載

された住民投票請求のための署名収集委任届出書(様式第６号)を市長に提出し、資格の

確認を受けなければならない。 

(代筆署名) 

第１０条 身体の障害等やむを得ない理由により署名できない発議権者は、他の発議権者

(代表者または委任者を除く。)に委任して、自己の氏名を署名させることができる。こ

の場合において、当該委任された者により行われた署名は、本人の署名とみなす。 

２ 前項の規定により署名を受任した者は、氏名代筆者としての署名を行わなければなら

ない。 

(署名の取消し) 

第１１条 住民投票請求者署名簿に署名等をした者は、代表者が住民投票請求者署名簿を

市長に提出するまでの間は、代表者を通じて、当該署名等を取り消すことができる。 

(署名の期間) 

第１２条 署名等を求めることができる期間は、第８条第２項の規定による告示があった

日から１か月以内とする。ただし、市域内で、衆議院議員、参議院議員、知事、府議会



議員、市長または市議会議員の選挙が行われているときは、地方自治法施行令(昭和２２

年政令第１６号)第９１条第５項各号の区分ごとに同号に定める期間、これを求めること

ができない。 

２ 前項ただし書の場合における署名等を求めることができる期間は、同項の署名等を求

めることができない期間を除き、告示の日から３１日とする。 

(署名簿の提出) 

第１３条 代表者は、住民投票請求者署名簿に署名等をした者の数が、発議権者の総数の

３分の１以上となったときは、前条の署名等を求めることができる期間の満了日の翌日

から起算して５日以内に、住民投票請求者署名簿を市長に提出しなければならない。 

(署名簿の確認) 

第１４条 市長は、前条の署名簿の提出があったときは、その日から２０日(市の休日を除

く。)以内に審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を住民投票請求証明収集証明書

(様式第７号)により証明しなければならない。 

２ 住民投票請求者署名簿における署名等の有効または無効の決定は、記載された署名ま

たは押印の審査をもって行わなければならない。この場合において、同一人に係る複数

の有効な署名等があるときは、そのうち１の署名等を有効と決定するものとする。 

３ 市長は、住民投票請求署名審査録(様式第８号)を作成し、署名等の効力の決定に関し、

関係人の出頭および証言を求めた経過ならびに無効と決定した署名等についての決定の

経過その他必要な事項をこれに記録し、住民投票請求者署名簿の署名等の効力が確定す

るまでの間、これを保存しなければならない。 

４ 市長は、住民投票請求者署名簿が第１２条の提出期限以後に提出されたときは、これ

を却下しなければならない。 

(署名の無効等) 

第１５条 住民投票の請求に関する署名および押印で、次に掲げるものは無効とする。 

(1) 正規の手続によらない署名等 

(2) 氏名を確認できない署名等 

(3) 詐為または脅迫に基づくと異議申立てがあった署名等で、市長が当該申立てを正当で

あると認めたもの 

２ 市長は、署名等の効力を決定する場合において、必要があると認めるときは、関係人

を出頭させ、または文書をもってのその証言を求めることができる。 

(署名簿の縦覧) 

第１６条 市長は、第１４条第１項による住民投票請求者署名簿の署名等の証明が終了し

たときは、その日から７日間(市の休日を除く。)、署名簿を関係人の縦覧に供するとと

もに、当該署名簿に署名等をした者の総数および有効署名等の数を告示その他の方法で

公表しなければならない。 

２ 市長は、前項の縦覧の期間および場所について、事前に告示その他の方法で公表しな

ければならない。 

(署名簿に対する異議申立て) 

第１７条 関係人は、署名簿の署名等に関し異議あるときは、前条の規定による縦覧期間

内に市長にこれを申し出ることができる。 

２ 市長は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から１４日以内に

これを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定した

ときは、直ちに第１４条第１項の証明の修正、修正内容の告示ならびに申出人および関

係人に対する通知を行い、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申

出人に通知しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定により証明の修正をする場合は、その修正が異議の決定に基づく



旨ならびに異議の申出人の氏名および異議の決定の年月日を住民投票請求者署名簿に付

記するとともに、署名審査録にその修正の経過を記載しなければならない。 

(有効署名数の公表および署名簿の返付) 

第１８条 市長は、署名簿の縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、またはすべて

の異議についての決定をしたときは、その旨および有効な署名等の総数を告示するとと

もに、署名簿を代表者に返付しなければならない。 

２ 前項の署名簿には、当該署名簿の末尾に、署名等をした者の総数ならびに有効な署名

等および無効な署名等の総数を記載しなければならない。 

(住民投票の請求) 

第 19 条 住民投票の請求は、前条の規定により返付を受けた日から５日以内に、住民投票

請求書に、次に掲げる書面を添えて行うものとする。 

(1) 発議権者総数の３分の１以上の有効な署名等があることを証明する書面 

(2) 住民投票請求者署名簿 

(3) 条例案または条例の趣旨、目的その他条例の作成に必要な事項を記載した書面 

２ 市長は、前項の請求があった場合において、有効な署名等の総数が、発議権者の総数

の３分の１に満たないとき、または同項の期間を経過しているときは、これを却下しな

ければならない。 

３ 市長は、第１項の請求があった場合において、その請求が適法な方式を欠いていると

きは、３日以内の期限を付けて補正させなければならない。 

４ 市長は、前３項の請求を適正に受け付けたときは、直ちにその旨を代表者に通知し、

当該請求の要旨を告示その他の方法で公表しなければならない。 

(議会の招集等) 

第２０条 市長は、前条の請求を適正に受付した日から２０日以内に議会を招集し、当該

請求に係る住民投票条例を議会に付議するとともに、その旨を代表者に通知し、告示そ

の他の方法で公表しなければならない。 

(議会における意見陳述) 

第２１条 議会は、前条の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、代表者

にその日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を公表した上で、

代表者に意見を述べる機会を与えるよう努めるものとする。 

２ 議会は、代表者が複数であるときは、これらの者のうち意見を述べる者の数を定め、

前項の通知に併せて通知するものとする。 

(議会での審議結果の公表) 

第２２条 市長は、議会終了後、直ちに住民投票の請求に関する議会審議の結果を代表者

に通知するとともに、告示その他の方法で公表しなければならない。 

(事務委任) 

第２３条 住民投票の発議に関する事務の所管は、市長とする。この場合において、市長

は、別表のとおり、当該事務を補助機関に補助執行させるとともに、住民投票請求にお

ける代表者証明、受付事務および議会に関する事務以外の事務の一部を、地方自治法(昭

和２２年法律第６７号)第１８０条の２の規定により、選挙管理委員会に委任する。 

(市長および議会による発議手続) 

第２４条 市長および議会による住民投票の発議は、住民投票条例を制定することにより

行うものとする。 

(補則) 

第２５条 この規則に定めるもののほか、住民投票請求の発議手続について必要な事項は、

市長が別に定める。 

 



付 則 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

付 則(平成１９年規則第４号)抄 

(施行期日) 

１ この規則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

別表省略 


